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5-2． ｹｰｽ2（陸路避難、海路避難、空路避難）
における対応

＜ｹｰｽ2における基本的な考え方＞

【適用条件】
以下の全ての条件に該当する場合に適用。

・放射性物質放出まで時間的猶予がある場合
・国道197号の一部が使用不可な場合
・港湾が使用可能であり、船舶の確保が出来る場合

【避難方法】
・陸路による避難が実施出来る地域は、自家用車・ﾊﾞｽ等による陸路避難を実施。
・陸路による避難が実施出来ない地域は、船舶による海上避難を実施。
・ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる避難が可能な場合は、空路避難を併用。
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（ｹｰｽ2）陸路避難、海路避難等を実施する場合

 放射性物質放出まで時間的猶予があり、国道197号の一部が使用不可であるが、港湾

が使用可能であり船舶が確保出来る場合は、陸路と海路による避難を実施。また、ﾍﾘｺﾌﾟ
ﾀｰによる避難が可能な場合には、県等のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空路避難を併用。

 一時集結所から大分県等への海路避難は、愛媛県手配の船舶により実施。

PAZ

UPZ

三崎総合体育館

一時集結所
み さき

瀬戸総合体育館

一時集結所
せ と

松前町へ避難

Ｈ
ＨＨ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

道路が
通行不可の場合

自家用車、ﾊﾞｽ等による陸路避難

＜凡例＞
：ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地Ｈ

船舶により海路避難、
ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空路避難

大分県の港湾へ

三崎港
み さき

陸路避難・海路避難等一例（ｹｰｽ2）



（ｹｰｽ2及び3）大分県における避難先

 大分県では、施設敷地緊急事態で災害警戒本部を設置し、全面緊急事態で災害対策本部を設置。
 愛媛県から受入要請がなされた場合、大分県は各市町村・関係機関とともに受入調整を実施。
 大分県の受入準備が整った段階で、陸路避難ができなくなった住民は大分県への避難を開始。

 大分県では、あらかじめ避難受入市町村の災害状況等に応じた避難ｹｰｽ例を複数設定し、これら
の避難ｹｰｽ例を踏まえて柔軟に対応。

避難ｹｰｽ例2
（県北地域で受入れるｹｰｽ）

受入市町村：

中津市、豊後高田市、杵築市、

宇佐市、国東市、姫島村

避難ｹｰｽ例3
（県南沿岸部地域で受入れるｹｰｽ）

受入市町村：

大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、

津久見市、日出町

受入市町村：

日田市、竹田市、豊後大野市、

由布市、九重町、玖珠町

避難ｹｰｽ例1
（発電所からの距離を考慮したｹｰｽ）

受入市町村：

別府市、佐伯市、臼杵市、由布市、

日出町

避難ｹｰｽ例1
（移動距離等を考慮したｹｰｽ）

避難ｹｰｽ例2
（県北地域で受入れるｹｰｽ）

避難ｹｰｽ例3
（県南沿岸部地域で受入れるｹｰｽ）

避難ｹｰｽ例4
（内陸部で受入れるｹｰｽ）

べっぷ し さ いき し うす き し ゆ ふ し

ひ じ まち

なか つ し ぶん ご たか だ し き つき し

う さ し くに さき し ひめ しま むら

おお いた し べっ ぷ し さ いき し うす き し

ひ じ まちつ く み し

ひ た し たけ た し ぶん ご おお の し

ゆ ふ し く す まちここのえまち
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中津市
（11,948人）

豊後高田市
（ 9,942人）

杵築市
（41,244人）

宇佐市
（4,355人）

国東市
（4,494人）

大分市
（3,143人）

津久見市
（7,197人）

日田市
（2,998人）

竹田市
（1,160人）

豊後大野市
（2,647人）

九重町
（39,200人）

玖珠町
（3,390人）

姫島港

中津港

別府港

臼杵港

大分県災害対策本部

姫島村
（2,399人）

※（ ）は施設の受入可能人数

由布市
（31,214人）

別府市
（2,934人）

臼杵市
（3,064人）

佐伯市
（2,410人）

日出町
（5,297人）

三崎港

佐伯港
さ いき

うす き

べっぷ

み さき

なか つ

ひめ しま

※放射性物質の放出後については、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果を踏まえて、原子力災害対策指針で定める
基準（OIL）に基づき、陸路避難ができなくなった住民は大分県への避難等を実施。

佐賀関港
さ が の せき

大分県18市町村
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5-3． ｹｰｽ3（海路避難、空路避難）における対応

＜ｹｰｽ3における基本的な考え方＞

【適用条件】
以下の全ての条件に該当する場合に適用。

・放射性物質放出まで時間的猶予がある場合
・国道197号が使用不可な場合
・港湾が使用可能であり、船舶の確保が出来る場合

【避難方法】
・船舶による海上避難を実施。
・ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる避難が可能な場合は、空路避難を併用。
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（ｹｰｽ3）海路避難等を実施する場合

 放射性物質放出まで時間的猶予があり、国道197号が使用不可であるが、港湾が使用可能であり

船舶が確保出来る場合は、海路による避難を実施。また、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる避難が可能な場合には、
県等のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空路避難を併用。

 各一時集結所から大分県等への海路避難は、愛媛県手配の船舶により実施。

PAZ

UPZ

道路が
通行不可の場合

海路避難等一例（ｹｰｽ3）

Ｈ
ＨＨ

Ｈ

＜凡例＞
：ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地Ｈ

船舶により海路避難、
ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空路避難

Ｈ

Ｈ

Ｈ Ｈ Ｈ

Ｈ

大分県の港湾へ

愛媛県の港湾へ

三机港
み つくえ

三崎港
み さき

瀬戸総合体育館

一時集結所

せ と

三崎総合体育館・

三崎小中学校体育館

一時集結所

み さき

み さき

Ｈ
Ｈ
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5-4． ｹｰｽ4（屋内退避）における対応

＜ｹｰｽ4における基本的な考え方＞

【適用条件】
以下の①の全ての条件又は②に該当する場合に適用。

・放射性物質放出まで時間的猶予がある場合
① ・国道197号が使用不可な場合

・港湾が使用不可もしくは船舶の確保が出来ない場合

② ・放射性物質放出のﾘｽｸが高まった場合

【防護措置の方法】
・屋内退避を実施。



（ｹｰｽ4）屋内退避を実施する場合

 放射性物質放出まで時間的猶予があるものの国道197号が使用できず、港湾が使用不可もしくは船
舶が確保出来ない場合、または放射性物質放出のﾘｽｸが高まった場合は、屋内退避を実施。

 予防避難ｴﾘｱの住民が屋内退避できる屋内退避施設を確保。

 予防避難ｴﾘｱにおいては、伊方町等が約4,900人が生活できる食料及び生活物資等を7日分供給。

PAZ

UPZ

屋内退避一例（ｹｰｽ4）

屋内退避施設 収容可能人数
予防避難エリア内

の人口

12,788人

4,906人うち 4施設※ 468人

うち 26施設※ 6,991人

小 計※ 7,459人

※印は、津波の影響が少ない施設を選定した場合

放射線防護施設

放射線防護施設以
外の屋内退避施設

屋内退避施設 39施設

道路が
通行不可の場合

港湾が使用不可
等の場合

港湾が使用不可
等の場合

屋内退避を実施

串（くし）集会所
（収容可能者数：80人）

与移（よぼこり）集会所
（収容可能者数：84人）

ｻｻﾞｴﾊﾞﾔ集会所
（収容可能者数：33人）

松（まつ）集会所
（収容可能者数：93人）

釜木（かまぎ）集会所
（収容可能者数：86人）

神崎（こうざき）集会所
（収容可能者数：56人）

瀬戸（せと）中学校
（収容可能者数：814人）

瀬戸（せと）総合体育館
（収容可能者数：806人）

三崎（みさき）高等学校
（収容可能者数：1,155人）

三崎（みさき）高等学校体育館
（収容可能者数：390人）

三崎（みさき）高等学校
（収容可能者数：34人）

瀬戸（せと）あいじゅ【整備中】
（収容予定者数：100人）

瀬戸（せと）町民ｾﾝﾀｰ
（収容可能者数：587人）

高浦（たかうら）集会所
（収容可能者数：42人）

瀬戸（せと）総合支所
（収容可能者数：422人）

瀬戸（せと）農業活性化ｾﾝﾀｰ
（収容可能者数：155人）

旧三崎（みさき）漁師物語
（収容可能者数：140人）

明神（みょうじん）集会所
（収容可能者数：43人）

大江（おおえ）集会所
（収容可能者数：65人）

旧佐田岬（さだみさき）小学校
（収容可能者数：355人）

正野（しょうの）集会所
（収容可能者数：92人）

名取（なとり）集会所
（収容可能者数：82人）

三机（みつくえ）小学校
（収容可能者数：684人）

松之浜（まつのはま）集会所
（収容可能者数：26人）

大久（おおく）集会所
（収容可能者数：102人）

旧二名津（ふたなづ）小学校
（収容可能者数：256人）

瀬戸（せと）診療所
（収容可能者数：246人）

瀬戸（せと）診療所
（収容可能者数：273人）

串（くし）診療所
（収容可能者数：97人）

串（くし）診療所
（収容可能者数：61人）
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い かたちょう

二名津（ふたなづ）地区体育館
（収容可能者数：256人）


